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（
質
問
の 

三
） 

答

弁

第

三

号 

   

衆
議
院
議
員
榊
利
夫
君
提
出
大
都
市
で
の
経
済
地
盤
沈
下
地
域
の
産
業
振
興
と
中
小
企
業
対
策
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
二
第
三
号 

昭
和
五
十
五
年
八
月
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
福 

田 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鈴 

木 

善 

幸 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
榊
利
夫
君
提
出
大
都
市
で
の
経
済
地
盤
沈
下
地
域
の
産
業
振
興
と
中
小
企
業
対
策
に 

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

大
都
市
地
域
（
東
京
都
二
十
三
区
、
名
古
屋
市
及
び
大
阪
市
）
に
お
け
る
製
造
業
の
全
国
に
占
め
る
出
荷
額
、

従
業
者
数
の
割
合
は
、
近
年
一
貫
し
て
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
つ
て
、
中
小
製
造
業
の

割
合
は
出
荷
額
、
従
業
者
数
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
高
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
環
境
立
地
問
題
等
か
ら

大
企
業
を
中
心
と
す
る
工
場
分
散
が
進
展
し
た
こ
と
も
あ
り
、
小
規
模
企
業
を
中
心
と
し
た
中
小
企
業
の
比
重

が
相
対
的
に
高
ま
つ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。 

こ
れ
を
例
え
ば
東
京
都
の
中
小
企
業
に
つ
い
て
み
る
と
、
昭
和
五
十
年
か
ら
昭
和
五
十
三
年
に
お
い
て
は
、

電
子
機
械
器
具
製
造
業
、
一
般
機
械
器
具
製
造
業
、
金
属
製
品
製
造
業
等
の
業
種
で
は
、
従
業
者
数
は
漸
減
し 



二
に
つ
い
て 

大
都
市
地
域
の
中
小
企
業
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
商
工
会
議
所
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
等
に
よ
る
指

導
、
中
小
企
業
振
興
事
業
団
に
よ
る
高
度
化
事
業
に
対
す
る
資
金
貸
付
け
等
の
施
策
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も

に
、
地
域
経
済
振
興
の
観
点
も
踏
ま
え
、
産
地
中
小
企
業
対
策
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
産
地
振
興
対
策
を
講
じ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

て
い
る
も
の
の
大
企
業
に
比
べ
て
そ
の
度
合
は
緩
や
か
で
あ
り
、
一
方
、
出
荷
額
は
増
大
し
て
い
る
。
ま
た
、

大
都
市
の
有
す
る
情
報
機
能
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
印
刷
業
等
の
業
種
に
お
い
て
は
好
調
な
伸
び
が
み
ら
れ

る
。 中

小
企
業
は
、
大
都
市
地
域
を
含
め
地
域
経
済
に
お
い
て
生
産
活
動
等
の
面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お

り
、
今
後
と
も
安
定
的
な
発
展
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。 

今
後
と
も
都
市
部
に
お
け
る
中
小
企
業
の
発
展
の
た
め
、
既
存
施
策
の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
な
措 

四 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

1 

工
場
共
同
利
用
事
業
制
度
は
、
昭
和
五
十
年
度
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
五
十
四
年
度
末
の
全

国
の
貸
付
け
件
数
実
績
は
二
十
五
件
で
あ
る
。 

大
都
市
地
域
の
中
小
企
業
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
統
計
の
整
備
、
実
態
調
査
の
実
施
等
に
よ
り
従
来
か
ら
そ

の
は
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
大
都
市
地
域
の
中
小
企
業
に
対
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
、
そ

の
充
実
を
図
る
た
め
従
来
か
ら
見
直
し
を
行
つ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

置
が
あ
れ
ば
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

本
制
度
に
お
い
て
は
、
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
、
工
場
等
の
取
得
、
造
成
又
は
設
置
を
中
小
企
業
者
の

依
頼
に
応
じ
、
中
小
企
業
振
興
事
業
団
法
施
行
令
第
二
条
に
定
め
る
市
等
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
が
適
当
で

あ
る
と
認
め
た
者
が
代
行
す
る
方
法
を
と
つ
て
い
る
。 

五 

 



4 

電
気
料
金
等
の
値
上
げ
に
伴
い
、
不
当
な
下
請
代
金
の
切
下
げ
等
を
行
わ
な
い
よ
う
、
昭
和
五
十
五
年
三

月
に
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
長
及
び
中
小
企
業
庁
長
官
の
連
名
で
親
事
業
者
に
対
し
要
請
を
し
た
と
こ 

3 

国
は
、
都
道
府
県
で
計
画
さ
れ
届
出
の
あ
つ
た
中
小
企
業
者
に
対
す
る
技
術
指
導
事
業
に
要
す
る
経
費
に

つ
い
て
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。 

2 

国
は
、
都
道
府
県
（
中
小
企
業
指
導
法
施
行
令
第
二
条
に
定
め
る
市
を
含
む
。
3
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
計

画
さ
れ
届
出
の
あ
つ
た
中
小
企
業
者
に
対
す
る
技
術
指
導
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
件
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
か
ら
中
小
企
業
者

に
対
す
る
技
術
指
導
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
届
出
を
得
た
上
で
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

東
京
都
に
つ
い
て
は
、
本
制
度
の
活
用
を
図
る
た
め
、
昭
和
五
十
五
年
度
に
お
い
て
、
工
場
等
の
設
置
等

を
中
小
企
業
者
の
依
頼
に
応
じ
代
行
し
得
る
者
と
し
て
、
「
特
別
区
」
を
新
た
に
加
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六 

 



6 

労
働
災
害
の
防
止
に
関
連
す
る
施
設
と
し
て
は
、 

5 

下
請
代
金
の
支
払
期
日
を
給
付
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
の
期
間
内
に
お
い
て
定
め
る
べ
き

も
の
と
す
る
こ
と
並
び
に
公
正
取
引
委
員
会
及
び
中
小
企
業
庁
が
現
在
定
め
て
い
る
い
わ
ゆ
る
標
準
手
形
期

間
（
繊
維
工
業
に
つ
い
て
は
九
十
日
以
内
、
そ
の
他
の
製
造
業
に
つ
い
て
は
百
二
十
日
以
内
）
を
九
十
日
以
内

に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
下
請
事
業
者
保
護
等
の
観
点
か
ら
慎
重
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

(一 ) 

産
業
災
害
及
び
職
業
性
疾
病
を
防
止
す
る
た
め
の
研
究
を
行
う
施
設
（
産
業
安
全
研
究
所
、
産
業
医
学 

ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
不
当
返
品
」
に
つ
い
て
は
、
同
年
四
月
に
、
不
当
な
値
引
き
行
為
、
不
当
な
返
品
行
為

及
び
不
当
な
買
い
た
た
き
行
為
に
関
す
る
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
運
用
基
準
を
定
め
、
そ
の
周
知

徹
底
を
図
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
今
後
、
書
面
調
査
、
立
入
検
査
等
の
強
化
に
よ
り
、
不
当
な
下
請
取
引
に
対
す
る
取

締
り
を
一
層
強
化
し
て
ま
い
り
た
い
。 

七 

 



(四 ) 

労
働
者
の
健
康
診
断
等
を
行
う
施
設
（
健
康
診
断
セ
ン
タ
ー
） 

(三 ) 

化
学
物
質
等
の
有
害
性
の
検
査
を
実
施
す
る
た
め
の
施
設
（
日
本
バ
イ
オ
ア
ッ
セ
イ
研
究
セ
ン
タ
ー
（
建

設
中
）
、
労
働
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
） 

(二 ) 
安
全
衛
生
教
育
に
従
事
す
る
指
導
員
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
施
設
（
安
全
衛
生
教
育

セ
ン
タ
ー
） 

労
災
医
療
を
行
う
施
設
と
し
て
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
指
定
し
た
医
療
機
関
（
全
国
約
二
万
箇

所
）
の
ほ
か
に
、
労
災
保
険
の
療
養
施
設
と
し
て
労
災
病
院
が
全
国
に
三
十
五
箇
所
設
置
さ
れ
て
お
り
、
更

に
現
在
茨
城
県
鹿
島
郡
に
労
災
病
院
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。 

等
が
あ
る
。 

こ
の
ほ
か
、
労
災
病
院
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
地
域
を
中
心
に
、
労
災
病
院
の
活
動
を
補
完
し
、
労
災
患 

総
合
研
究
所
） 

八 

 



7 

中
小
企
業
に
働
く
勤
労
者
の
福
祉
の
増
進
と
雇
用
の
安
定
を
目
的
と
し
た
宿
泊
、
保
養
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び

研
修
の
た
め
の
総
合
施
設
と
し
て
中
小
企
業
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
が
全
国
六
箇
所
に
設
置
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
、
設
置
計
画
は
終
了
し
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
、
東
京
城
南
地
域
に
つ
い
て
の 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
関
係
の
施
設
と
し
て
は
、
労
災
病
院
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部
門
の
ほ
か
、
せ

き
髄
損
傷
者
を
対
象
と
し
た
治
療
か
ら
社
会
復
帰
ま
で
の
一
貫
し
た
施
設
と
し
て
総
合
せ
き
損
セ
ン
タ
ー
が

設
置
さ
れ
、
ま
た
、
せ
き
髄
損
傷
者
に
対
し
、
健
康
管
理
を
行
い
な
が
ら
適
当
な
作
業
に
従
事
さ
せ
自
立
更

生
を
援
助
す
る
労
災
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
作
業
所
が
全
国
に
八
箇
所
設
置
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
逐
年
充
実
強
化
を
図
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
労
働
災
害

の
発
生
状
況
等
を
考
慮
し
て
必
要
な
整
備
拡
充
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

者
に
対
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
た
め
、
既
存
の
病
院
に
病
棟
を
併
設
し
、
そ
の
運
営
を
委
託
す

る
労
災
委
託
病
棟
が
全
国
に
十
四
箇
所
設
置
さ
れ
て
い
る
。 

九 

 



 

一
〇 

設
置
は
考
え
て
い
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




